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町からのお知らせ

区長代理の紹介
問 総務企画課　行政係　☎９２－７９１５

町と地域住民の方とのかけ橋

　8 月から就任された区長代理を紹介します。

　令和 4 年 3 月 31 日までの任期で、町と地域住民の方との連携事務をお世話していただきます。

▽ 3 区区長代理（敬称略）
　上田 昭弘（宿 3 丁目）
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下水道について考えてみませんか？
問 建設課　上下水道係　☎９２－７９６３

9月10日は下水道の日

　9 月 10 日は「下水道の日」です。普段は目にすることのない下水道。でも、下水道は見えない

ところで私たちの安全・安心で、快適な生活を支えています。

▽下水道の役割
　１．街を清潔にする

　　　私たちが家庭で使って汚れた水（汚水）は、家の下にある排水管を通って下水道管に流れていき、下水道処

　　　理場に運ばれていきます。下水道が整備されることで汚水が直接街に流れなくなるため、街が清潔に保たれ、

　　　ハエ・蚊等の害虫や悪臭の発生を防ぐことができます。

　２．身近な環境を守る

　　　街や工場から下水道管を通って流れてきた汚水は下水処理場に運ばれます。下水処理場でさまざまな処理を

　　　行いきれいになった水は、消毒して川や海へ戻されます。

　３．エネルギー・資源を創る

　　　下水処理場では、汚水をきれいに処理するだけでなく、下水処理場できれいになった水を再生水として利用

　　　したり、下水処理の過程で発生したバイオガスを自動車燃料や都市ガスとして利用したり、下水汚泥から

　　　リンを回収して肥料を作るなど、エネルギー・資源を創りだしています。

▽下水道への早期接続のお願い
　町では、衛生的かつ快適で持続可能な生活環境づくりとして、下水道の整備を進めています。公共下水道施設を

ご利用いただいて初めてその価値が発揮できますので、一日も早い接続をお願いします。

▽

町内に設置されているマンホール蓋

　※カラーのマンホールは役場 2 階（建設課前）に展示しています。
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むし歯予防にフッ化物塗布
問 基山町保健センター　☎８５－９０９５

予約受付は9月1日（火）から！

　むし歯予防のためにフッ化物塗布を行います。

　定期的にフッ化物塗布をすることで、歯の表面を丈夫にし、むし歯になりにくい歯を作ります。生え始めの歯は

特に効果が高いと言われています。

　また、お子様の抵抗感を軽減するために、フッ化物塗布で使用するフッ化物は、青りんご味のジェル状のもの

を使用しています。

▽期日　9 月 18 日（金）

▽受付　午後 1 時～ 1 時 20 分

▽場所　基山町保健センター

▽対象　就学前までのお子様（※歯が生えている方が対象です）

▽内容　①歯科検診　②フッ化物塗布　③歯科保健ミニ講話

▽料金　300 円

▽定員　50 名　※定員になり次第受付を終了します。

▽受付期間　9 月 1 日（火）～ 16 日（水）　※先着順

▽持ってくる物　歯ブラシ、料金、歯の健康手帳（手帳をお持ちでない方は当日発行します）

※歯みがきを済ませてからおいでください。

申

第5回きやま創作劇の公演について
問 まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

令和２年

　「きやま創作劇」は、毎年 12 月のふれあいフェスタに合わせて、公演しておりますが、新型コロナの影響で、練

習等の時間がとれないため、今年度は通常の公演を中止し、過去の作品を上映することになりました。

　当日は、新型コロナ感染拡大防止対策を講じたうえで、2 作品のビデオを上映する予定です。詳細については、

内容が確定次第お知らせします。

きやま創作劇とは？

　基山町の歴史や文化を伝えるために、基山町民で舞台をつくり公演し

ているものです。

これまでに「ホタル列車」「八ツ並の姫」「草莽の民」「こころつないで」

の 4 作品を公演しています。
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民俗芸能披露などの中止のお知らせ
問 基山町教育委員会　教育学習課　ふるさと歴史係　☎９２－２２００

荒穂神社の御神幸祭と宝満神社の園部くんちにおける

　毎年秋に開催される「荒穂神社の御神幸祭」と「宝満神社の園部くんち」に

ついて、今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各民俗芸能（災払、

獅子舞、鉦風流、羽熊、挟箱など）の披露や行列などは、中止となりました。

　※神事のみ執り行われる予定です。

「不用品のリサイクル」にご協力をお願いします
問 まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１

ごみの減量とリサイクルの促進！

　ごみのなかには、使用可能な資源がたくさんあります。

　基山町では、ごみの減量とリサイクルの推進のため、「不用品のリサイクル」に取り組んでいます。

　急な引っ越しや買い替え等で「まだまだ使えるけど…」、「使わない贈答品があるけど…」といった不用品をご提供

ください。ご提供いただいた不用品は 12 月開催予定のふれあいフェスタで販売させていただき、収入は環境事業

に活用させていただきます。

▽ご提供いただきたいもの
　・家具（傷が少ないもの）

　・贈答品（タオル・陶磁器・ガラス製品）

　・生活雑貨、日用品（未使用のもの）

▽ご提供方法
　まちづくり課生活環境係にご連絡ください。

▽注意事項
　・基山町外からは不可。

　・電化製品、食料品、動植物は不可。

　・壊れているものや修理が必要なもの、その他状態の

　　悪いものについては、ご提供をお断りする場合が

　　ありますので、ご了承願います。
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